




















院
に
搬
送
す
る
必
要
が
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

⑷

ま
た
新
加
茂
病
院
は
、
十
六
の
診
療
科
と
そ
こ
に

常
勤
医
師
が
置
か
れ
る
立
派
な
病
院
と
な
る
の
で
、

入
院
患
者
も
増
加
す
る
。

⑸

従
っ
て
、
一
般
病
床
は
、
も
と
の
百
五
十
床
に
戻

す
必
要
が
あ
り
、
五
十
床
の
増
床
が
ぜ
ひ
と
も
必
要

と
な
る
。

こ
の
た
め
に
必
要
な
面
積
は
、
一
，
四
三
八
㎡
と

な
る
。

⑹

し
か
し
な
が
ら
、
加
茂
市
案
で
も
延
床
面
積
を
増

や
す
余
地
は
、
一
，
四
八
二
㎡
し
か
な
く
、
こ
の
面

積
は
、
病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
（
三
一
二
㎡
）
、

産
科
個
室
（
四
九
八
・
一
〇
㎡
）、
集
中
治
療
室
（
Ｉ

Ｃ
Ｕ
）
（
七
一
・
一
六
㎡
）
、
未
熟
児
室
、
回
復
室

（
八
九
・
二
二
㎡
）
を
は
じ
め
、
必
要
な
施
設
や
ス

ペ
ー
ス
の
た
め
に
充
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

⑺

従
っ
て
、
こ
の
た
び
の
新
加
茂
病
院
の
建
設
に
お

い
て
は
、
五
十
床
す
べ
て
を
増
床
す
る
こ
と
は
、
困

難
と
思
う
。

⑻

そ
こ
で
こ
の
た
び
は
、
百
八
十
床
か
ら
百
九
十
床

な
い
し
二
百
床
を
め
ざ
し
て
増
床
す
る
こ
と
と
し
、

残
り
は
、
新
加
茂
病
院
が
開
院
し
て
、
現
病
院
を
取

り
壊
し
た
後
に
、
早
急
に
建
て
増
し
を
行
う
こ
と
に

さ
れ
る
よ
う
衷
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
民
の
皆
様
！

新
し
く
建
て
ら
れ
る
加
茂
病
院
は
、
六
十
年
以
上
建
て

替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

県
の
病
院
局
が
い
う
「
増
築
ス
ペ
ー
ス
」
は
、
母
屋
か

ら
六
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
平
面
積
は
八
七
○

㎡
（
二
六
四
坪
）
し
か
な
い
狭
い
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
の
た
び
建
て
る
建
物
を
精
一
杯
広
く
し
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
増
築
ス
ペ
ー
ス
」
は
、
新
加
茂
病
院
の
開
院
時

に
は
、
ま
だ
現
加
茂
病
院
の
建
物
の
下
に
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
、
病
児
・
病
後
児
保
育
施
設
は
、
新
病
院
の
開
院
と

同
時
に
開
園
す
る
た
め
に
、
こ
の
た
び
建
設
す
る
建
物
に
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